
GJBC育成会規約 

 

第 1章 総 則 

第 1 条（根幹）育成会は、GJBCの活動を支援する目的で結成され、活動の権限をクラブ長に 

置くものとする。 

第 2条（目的）育成会は、GJBCの健全な育成のために次の活動を行う。 

      （１）目的達成のための支援を行う。 

      （２）広報活動を行う。 

      （３）構成員相互の親睦活動を行う。  

 

第２章 役 員 

第 3条（役員）育成会は、次の役員を置く。 

      （１）会長   1名     （２）副会長   1名 

（３）会計   1名     （４）監査    １名 

第 4 条（互選）前条の役員は定期総会により、選出する。 

      （１）会長は、会を代表し会務を統括する。 

      （２）副会長は、会長を補佐し支障があるときは、その職務を代行する。 

      （３）会計は、運営費の出納事務を担当する。 

      （４）監査は、会計報告の状況を監査する。 

第 5 条（任期）役員の任期は１年とする。ただし再任は妨げない。 

 

第３章 会 議 

第 6条（会議）毎年３月に、ＧＪＢＣ役員及び育成会員による定期総会を行う。その他、クラブ長が

必要と認めたとき臨時会議を行う。会長が、その運営にあたる。 

 

第４章 会 計 

第 7条（会計）活動費は、クラブ運営費や寄付金その他をもってこれにあてる。 

（１） クラブ運営費として、年間６，０００円を4月及び加入時に徴収する。使途は、艇

の修繕費や備品購入、艇庫の維持管理費等、その他認める所によって支出を

行い、活動に支障を来さないようにする。 

会計残金は、活動資産として積算する。 

（２） 県選抜練習会に係る活動費として、年間４000 円を 4月及び加入時に徴収す

る。 

（３） 大会参加者に係る活動費として、宿泊費と参加保険料を GJBC会計から連絡

し、その都度徴収する。 

（4）大会参加や親睦に係る経費など、別途必要な時には、臨時に徴収する。 



（5）会計年度は、毎年 7月の定期総会に始まり、翌年 7月の定期総会日とし、会計

報告をする。 

 

第５章 規約改正 

第 8 条（育成会の規約及び解散）育成会の３分の２以上の同意を得なければならない。 

（附則）本規約は、平成 ２７年 ３月 21 日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                         育成会の方へ（要望・連絡事項） 

 

１ ＧＪＢＣの目的を達成する為、育成会総則について主旨をよく理解していただき、普段の練習 

時や大会等での指示・指導に関しては、クラブ長に一任してください。 

 

２ 体調不良や行事等都合が悪く、休まれる時には、担当コーチに連絡をしてください。 

＜前もって言っていただくか、行事ボード予定表に記載してください＞ 

 

３ コーチからの活動要請があった時（普段の練習時・大会参加時）には、出来る限り協力し支援

をしてください。 

 

４ 練習の環境を整えるために、気づかれたことがあれば改善するために、話題にしてくださ

い。 

 

５ 練習場所並びに試合等への送迎は、原則保護者の責任で行ってください。 

    （乗り合わせて行く場合は、トラブルのないよう十分注意して下さい。） 

 

６ 練習時多量の汗をかきます、また、気象条件によっても体調の管理の為、必ず着替えを持た 

せてください。 

 

７ 艇庫前駐車場の使用について、艇を置く場として車の乗り入れを遠慮してください。 

お墓前？出来れば、橋向こうの公園駐車場にしていただけるとありがたいです。     

 

８ 自分では、艇の出し入れができません、発艇優先でスムーズに桟橋での行動が取れるよう 

協力してください。他艇の迷惑になることと事故を防ぐこと、試合時にも必要となります。 

 

９ クラブ員のすそ野を広めるためにも、広報活動として情報の共有をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

わかってほしいこと 

  

１ 自然が相手です、川での事故は命を落とすことになります。 

雨が降って流れが速い日、風が強くて波がある日、日差しが強く暑くて汗がでる日、雪が降 

り寒くて体が動かない日などは、十分注意をして船を出すこと。 

 

２ 水上でのルールとして、右側通行になっています。間違えるとぶつかってしまい、自分はも 

ちろん相手の人にまで大きなケガをさせ、命を落とすこともあるので、十分注意をする。 

 

３ 乗っている船についての、設定条件や船の状態については、各自が責任を持ち管理する。 

乗っている船は薄くて軽いので、少しぶつけただけでも穴が開き、落とすとすぐにおれてし 

まい、オールも踏むと割れてしまいます。そのまま、乗っていると沈んだりして、とても危険 

です。大事に使うこと。 

 

４ 練習場所に来たら、ストレッチをして体を動かし、オールを運び船を出す準備をすること。 

  また、自分のこと以外に、周りをみて手伝えることがないかを、考えた行動ができること。 

 

５ 周りの人に対して、「おはようございます」など、進んで気持ちよくあいさつができること。 

名前を呼ばれたら「はい」と大きく返事ができるとよい。 

 

６ 練習内容について、目をみて考えながら話を聞き、自分から進んで参加をすること。 

練習後の反省会では、自分の言葉で練習の様子を振り返り、発表が出来るようにする。 

（水上での注意に対して、理解できたかどうか意思表示をはっきりすること。）  

 

７ 船の出し入れについて、他の人に迷惑がかかるので桟橋にいる時間を極力短くして、要よく

行うこと。 

 

８ 家では、毎回の練習について振り返り、ノートにしっかり記録をしておくこと。また、学校での 

宿題など学習する姿勢に対しても、前向きに取り組むようにしたい。 

 

９ 自分の体調をととのえることも大切な練習です、朝ご飯からしっかり食べ、夜ふかしをしな 

いで早寝早起きをすること。～体を作ることが、今最も重要な時期です～ 

 

10 自転車で集合をするときには、安全のため必ずヘルメットをかぶること。 



 

11 以上の事を常に頭に入れ、自分で出来るようになると、大きく成長できると思います。 


